
【道内市町村における再生可能エネルギー関連条例等制定状況】
2023年7月21日

● ● ●

風力：高さ15m以上（羊蹄山麓地域は10m以上）
太陽光：高さ5m以上又は延べ面積2,000㎡以上
（羊蹄山麓地域は延べ面積1,000㎡以上）

夕張市 ●

岩見沢市

美唄市

芦別市 ●

赤平市

三笠市

滝川市

砂川市

歌志内市

深川市

南幌町

奈井江町

上砂川町

由仁町

長沼町 ● ● ● ● ○

【再エネ条例・ガイドライン】
太陽光：出力10㎾以上

【景観条例】※再エネの区分はなし
・馬追丘陵
築造面積100㎡又は高さ10mを超えるもの
・中央長沼市街地
築造面積1,000㎡又は高さ16mを超えるもの
・平地の農村
築造面積1,000㎡又は高さ10mを超えるもの

【景観条例】
・馬追丘陵、平地の農村
機能上やむを得ない場合を除いて、高さが10m
以下となる工夫
・中央長沼市街地
機能上やむを得ない場合を除いて、高さが16m
以下となる工夫

【再エネ条例・ガイドライン】
(7) 景観法第８条第１項に定める景観計画の景
観計画区域のうち馬追丘陵区域

栗山町 ● ●
・鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他こ
れらに類する工作物：築造面積100㎡又は高さ
10ｍを超えるもの
・太陽光発電設備その他これらに類する工作
物：築造面積1,000㎡又は高さ5mを超えるもの
※風力の区分はなし

・工作物：
周辺の景観から突出しないよう、機能上やむを
得ない場合を除いて13m（20m）以下とする
※自然景観・農村景観区域：13m
　まちなみ景観区域：20m

月形町

浦臼町

新十津川町

妹背牛町

秩父別町

雨竜町

北竜町

沼田町

札幌市 ● ● 工作物（擁壁・橋りょう等を除く）
築造面積が2,000㎡を超えるもの
高さが31mを超えるもの
※太陽光は規則に定めの明記あり

江別市

千歳市 ● ●

一般区域
・風力：高さ15m
・太陽光：高さ5m又は築造面積2,000㎡

景観重点区域
・風力：高さ5m
・太陽光：事業の敷地面積300㎡

恵庭市

石狩市 ● ○

風力：出力1,000㎾未満 住宅からの距離
最大高の５倍に相当する距離
（その距離が200mに満たない場合は200m）

北広島市

当別町 ● ● ● ○
【景観条例】
築造面積1,000㎡又は高さ10mを超えるもの
※風力・太陽光の区別はなし

【景観計画】
機能上やむを得ない場合を除いて20m以下とす
る
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小樽市 ● ●

市域全域
・工作物（木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱その他
これらに類するもの）
高さが15mを超えるもの
・工作物（上記以外のもの）
高さが8mを超えるもの

小樽歴史景観区域
・工作物（さく、垣、擁壁その他これらに類するも
の以外）
高さが5m又は長さが5mを超えるもの
※風力・太陽光の区分はなし

・市域全域
数値基準無し

・小樽歴史景観区域
携帯電話などの鉄塔、鋼管柱などを地上から立
ち上げることは、原則禁止する。これらのものを
設ける場合には、建物の屋上に設け、主要な道
路などから見えにくい位置にする。

島牧村 ● ○

風力：出力1,000㎾未満 住宅等からの距離
風力発電設備の最大高の５倍に相当する距離
（最低200ｍ）
※住民の合意が得られた場合は100ｍ以上にな
るように努める

寿都町 ● ○
風力：出力20㎾未満 住宅等からの距離

概ね200ｍ（複数設置する場合は300ｍ）

黒松内町 ● ●
その他の工作物（さく、塀、擁壁、その他これら
に類するもの以外）：高さ4m以上または築造面
積100㎡以上

高さ：原則13m以下とするが、機能上やむを得な
い場合は、その都度町と協議する

蘭越町 ● ● ○

【ガイドライン】
風力：出力20㎾未満

【ガイドライン】
住宅等からの距離
概ね100ｍ以上

ニセコ町 ● ● ○ ○

【再エネ条例】
全般：出力10㎾以上

【景観条例】以下の基準を超えるものは町と事前
協議が必要
・風力
高さ10ｍを超えるもの
・太陽光
高さ5m又は築造面積が1,000㎡を超えるもの

真狩村

留寿都村

喜茂別町

京極町

倶知安町 ● ●

工作物：高さ15mを超えるものは事前協議が必
要

届出基準はいずれの地域も同様
・風力：高さ5m又は一団の築造面積100㎡を超
えるもの
・太陽光：モジュールの合計面積100㎡を超える
もの

共和町 ● ○

風力：出力1,000㎾未満 住宅等からの距離
・１基あたり500㎾未満：100ｍ以上
・500㎾以上1,000㎾未満：300ｍ以上

岩内町

泊村

神恵内村

積丹町

後志
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古平町 ● ● ○ ○

【再エネ条例】
太陽光・風力：出力10㎾以上

【再エネ条例】
・総面積12,000㎡を超える太陽光
・高さ20mを超える風力

【再エネ条例】
・小型風力（出力10㎾以上50㎾未満）：
100m又は地上と当該小型風力の風車の最高点
との長さの３倍に相当する距離のうちいずれか
長い距離以上住宅等から離れた場所に設置し
ていること
・小型以外：500m又は地寿と当該小型以外の風
車の最高点との長さの４倍に相当する距離のう
ちいずれか長い距離以上住宅等から離れた場
所に設置していること

仁木町

余市町

赤井川村 ● ○

家庭用等自給的発電施設を除く発電設備 北海道景観計画区域のうち、主要な眺望地から
の地域の良好な景観資源については、地域を象
徴する保全すべき景観であることから、その景
観を阻害するような箇所への設置は避けること

後志
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室蘭市

苫小牧市

登別市 ● ●

【ガイドライン】
再エネ：出力10㎾以上
※住民説明会は50㎾以上から

伊達市 ● ● ● ○

【ガイドライン】
風力：ロータの受風面積が200㎡未満で、かつ、
その出力が20㎾未満のもの

【景観条例】
・一般景観区域内
風力：高さ15mを超えるもの
太陽光：高さ5m又は築造面積2,000㎡を超えるも
の

・特定景観区域内
風力：高さ5mを超えるもの
太陽光：高さ5m又は築造面積10㎡を超えるもの

豊浦町 ● ●

太陽光：
設置区域の土地の合計面積が5,000㎡以上であ
るもの

壮瞥町

白老町

厚真町 ●

太陽光：出力10㎾以上 禁止区域
(6)自然環境及び住環境が良好な地区のうち、そ
の地区における自然環境及び住環境を保全す
ることが特に必要と認められるものとして、規則
で定める区域

洞爺湖町 ● ●

一般区域/沿道景観形成重点区域/洞爺湖岸景
観形成重点区域
・風力：高さ15mを超えるもの
・太陽光：高さ5m又は築造面積2,000㎡を超える
もの

景観重点区域【Ⅰ】
・風力：高さ5mを超えるもの
・太陽光：事業敷地300㎡を超えるもの

景観形成重点区域【Ⅱ】
・風力：高さ10mを超えるもの
・太陽光：高さ5m又は築造面積2,000㎡を超える
もの

一般区域
原則として15mを超えないようにすること

洞爺湖岸景観形成重点区域【Ⅱ】
原則として、13mを超えないようにすること

景観形成重点区域/沿道景観形成区域/洞爺湖
岸景観形成重点区域【Ⅰ】
原則として10mを超えないようにすること
ただし機能上やむを得ない場合は、周辺の状況
を勘案し、景観の形成上支障のないものについ
ては、この限りではない。

安平町 ● ● ○

【再エネ条例・ガイドライン】
太陽光：出力10㎾以上

禁止区域
(6)自然環境及び住環境が良好な地区のうち、そ
の地区における自然環境及び住環境を保全す
ることが特に必要と認められるものとして、規則
で定める区域

むかわ町

日高町

平取町 ● ●

新冠町

浦河町

様似町 ●

えりも町 ●

新ひだか町

胆振

日高
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函館市 ● ●

景観計画区域
10m、13m、20mを超えるもの
（用途地域に応じていずれか）

景観形成街路沿道区域/縄文遺跡群都市景観
形成地域
風力・太陽光：全て

住宅地景観ゾーン/住商複合地景観ゾーン/縄
文遺跡群都市景観形成地域
高さは13m以下

港湾地景観ゾーン
高さは20m以下

北斗市 ● ○

売電を目的とした資源エネルギー庁の発電事業
計画の認定を受けて行う発電設備

・北斗市営牧場及びその周辺の北斗市所有の
土地においては、発電設備の設置はできないも
のとする。

松前町 ● ○
太陽光：出力10㎾以上 設置を避けるべきエリアに関係法令として「景観

法」を記載

福島町

知内町

木古内町

七飯町

鹿部町 ● ○

森町

八雲町

長万部町

江差町 ● ● ○
風力：出力20kw未満 住宅等からの距離

原則200ｍ以上離れていること

上ノ国町

厚沢部町

乙部町 ● ○ 太陽光：出力10㎾以上の事業用

奥尻町

今金町

せたな町 ● ○
住宅等からの距離
原則200ｍ以上離れていること

檜山

渡島
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旭川市 ● ●

・市域全域
工作物（擁壁等及び橋りょう等を除く）：高さが
10mを超えるもの

・景観計画重点区域
高さ3m又は外観の面積10㎡を超えるもの
※太陽光・風力の区分はなし

名寄市

富良野市 ● ●
風力：高さ10mを超えるもの
太陽光：高さ5m又は築造面積2,000㎡を超えるも
の

士別市 ●

鷹栖町

東神楽町 ● ● ● ○

【景観条例】
高さ10m又は築造面積100㎡を超えるもの
※風力・太陽光の区分はなし

【景観計画】
市街地景観区域
原則として高さ16m以下とすること
周辺に突出した印象を与えないこと

農地・丘陵・森林景観区域、空港沿道景観区域
原則として高さ10m以下とすること

当麻町

比布町

愛別町

上川町 ●

東川町 ● ●

美瑛町 ● ● 太陽電池発電設備などのその他の工作物：高さ
10m以上または築造面積1,000㎡以上のもの（用
途地域内においては13m以上又は築造面積
1,000㎡以上）

太陽光：「できるだけ早い段階で美瑛町との協議
を行います」という記載

上富良野町 ● ●

高さ10m又は築造面積1,000㎡を超えるもの
※風力・太陽光の区分はなし

中富良野町

南富良野町

占冠村 ●

和寒町

剣淵町

下川町

美深町

音威子府村

中川町

幌加内町

上川
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留萌市 ●
風力：発電規模が20㎾未満 住宅等からの距離

原則、住宅等から100ｍ以上離れていること

増毛町 ●

風力：発電規模が50㎾未満 住宅等からの距離
原則、住宅等から、設置しようとする小型風力発
電施設の風車の最大高の７倍以内の場所には
建設等をしないこと

小平町 ●

風力：発電規模が50㎾未満 住宅等からの距離
原則、住宅等から、設置しようとする小型風力発
電施設の風車の最大高の７倍以内の場所には
建設等をしないこと

苫前町 ● ○

風力：20㎾未満 対象地域
・騒音問題、景観保全等の観点から住宅地への
建設は避けること

住宅等からの距離
概ね200メートル（複数基を設置する場合は300
メートル）以上

羽幌町 ● ○

設置場所の規定
住宅・海岸等からの距離を定める

初山別村 ● ○

風力：20㎾未満
※全高が13m未満で自家消費を主な目的として
建設するものは対象外

建設等にあたっての基準
・騒音問題、景観保全等の観点から住宅地への
建設は避けること

住宅等からの距離
・住宅等から200ｍ以上離れること

遠別町 ● ○

以下は対象外
・発電規模が100㎾以下の施設で売電を主目的
としないもの
・発電規模に関わらず売電を主目的としない公
共的なもの

住宅からの距離
住宅から500ｍ以上又は全高の２倍以上のいず
れか大きい方

天塩町 ● ○
風力：発電規模が50㎾未満 住宅等との距離

200ｍ以内の場所には建設等をしないこと

留萌
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稚内市 ● ● ○ ○

以下は対象外
・発電規模が100㎾以下(稚内空港制限表面化
39ｍ以下)の施設で売電を主目的としないもの

設置場所の規定
住宅等からの距離を定める

自然保護等から建設が好ましくない場所（海域
は、海岸から沖合の施設が視認できる範囲とす
る）

猿払村 ●

浜頓別町 ● ○
風力：発電規模が50㎾未満 住宅等との距離

原則、住宅等から500m以上離れること

中頓別町

枝幸町 ● ○

風力：発電規模が50㎾未満 住宅等との距離
原則、住宅等から設置しようとする小型風力発
電施設の風車の最大高の７倍以上の場所には
建設等をしないこと

豊富町 ● ○
住宅等からの距離
住宅等から500ｍ以上離れること

礼文町 ● ○

風力：発電規模が20㎾未満 住宅等との距離
原則、住宅等から200ｍ以上離れること

自然風景の保護等から建設等が好ましくない区
域：
礼文島から稚内及び利尻富士を眺望数自然風
景の保護

利尻町 ● ○

風力：発電規模が20㎾未満 建設困難区域等
⑤自然保護及び景観等から建設等が好ましくな
い区域
・神居海岸パーク周辺及びエゾカンゾウ群生地
○利尻十六景と利尻山の景観により建設が好ま
しくない区域
・利尻十六景設置場所

住宅等との距離
原則、住宅等から200m以上離れること

利尻富士町 ● ○ ○

風力：発電規模が20㎾未満 住宅等との距離
原則、住宅等から200ｍ以上離れること

自然風景の保護等から建設等が好ましくない区
域：
・ポン山・ペシ岬・夕日ヶ丘等から見る自然風景
の保護、エゾカンゾウ等の植生保護、礼文島及
びフェリーから望む自然風景の保護
・沼浦から南浜のオタトマリ沼、南浜湿原を含め
た眺望・自然風景の保護、湿原等の植生保護

幌延町 ●

風力：発電規模が20㎾未満 設置場所
住宅等から300ｍ以上離れていること

・景観対策
⑤無秩序な設置及び配置を避けるため、設置予
定区域周辺において大型を含む既設風力発電
施設等及び建設計画の有無について十分調査
したうえで設置位置を検討することとし、数値的
根拠のもと、それらに影響がないことを幌延町及
び他事業者に示し、合意形成を図ったうえで、事
業を進めること。
・既設風力発電所への影響
①特徴的景観（一直線の配置）を阻害する恐れ
のある配置を避けること

宗谷
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北見市 ● ●

網走市

紋別市

美幌町

津別町

斜里町 ● ○

太陽光：出力10㎾以上
風力：高さ15m以上

清里町 ● ●

小清水町

訓子府町

置戸町

佐呂間町

遠軽町

湧別町

滝上町 ●

興部町 ●

西興部村 ●

雄武町

大空町

帯広市

音更町

士幌町

上士幌町

鹿追町

新得町

清水町

芽室町

中札内村 ●

更別村 ●

大樹町

広尾町

幕別町

池田町

豊頃町

本別町

足寄町

陸別町

浦幌町

ｵﾎｰﾂｸ

十勝
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釧路市 ● ● ●

【ガイドライン】
太陽光：出力10㎾以上

【景観条例】
・木柱、鉄柱、鉄筋コンクリート柱、その他これら
に類するもの
高さが15mを超えるもの
・上記以外の工作物
高さが8mを超えるもの
※太陽光・風力の区別なし

【ガイドライン】
設置するのに適当でないエリア
・景観法/釧路市景観条例
　景観計画重点区域
　景観計画推進区域

釧路町

厚岸町

浜中町 ● ○

太陽光：出力10㎾以上
風力：高さ15m以上

禁止区域
(４)保安林の区域
(５)国指定史跡名勝天然記念物所在地

標茶町

弟子屈町 ● ● ● ○

風力：15mを超えるもの
太陽光：
・一般区域、景観重点区域②
高さ5mまたは築造面積1,000㎡を超えるもの
・景観重点区域①
ずべて届出対象

・建築物・工作物
高さは原則として13mを超えないようにすること

・太陽電池発電設備
高さは5mを超えないこと。かつ水平投影面積の
和も1,000㎡を超えないようにすること。
土地の勾配は30％を超えないようにすること。
水平投影外周線を敷地境界線から5m以上交代
させること

鶴居村 ● ○

太陽光：出力10㎾以上 施設基準
・斜面地における景観（勾配がおおむね30度以
下の箇所に設置）
・水面の景観（水面の面積に対しておおむね
50％以下）

抑制区域
・保安林
・国立公園(特別地域及び普通地域)
・国指定史跡名勝天然記念物所在地

白糠町

根室市 ● ○
風力：全て
太陽光：出力10㎾以上

別海町

中標津町 ● ●

標津町

羅臼町
24 18 37 36 6 34

釧路

根室


